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修正前（計画案） 修正後（答申案） 

直近の状況等を踏まえ推計値の見直し 

P9，P55 

 (人口推計の補正) 

平成 29年度９月末現在の住民基本台帳を基

準に平成 29年度以降の人口推計を補正 

 

P9，P55  

下線部修正及びグラフ「高齢者数及び高齢

化率の推移」を差換え 

直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P11，P55 

(要介護認定者数の推計の補正) 

人口推計の補正や直近の認定状況を踏ま

え，平成 29年度以降の認定者数の推計を補正 

 

P11，P55 

 表「要介護認定者の推移」の下線部及び，

グラフ「要介護認定者数及び認定者の推移」

を差換え 

市民意見等を踏まえ追加  

P12  

「認知症高齢者数の推移」を追加 

認知症高齢者数（認知症高齢者の日常生活

自立度Ⅱ以上高齢者数）は，毎年増加を続け

ており，平成37年度には，平成29年度と比較し

て，約1.4倍になると見込まれています。 

  ※　値は3月末，H29は9月末現在の実数。
  ※　H37は推計値。
  ※　福岡市の要介護認定者に占める認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者の割合を，
　　  要介護認定者の推計に乗じて算出。
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直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P17～P18 

 介護給付，予防給付，保険給付費の平成 29

年度の見込み数を補正 

 

P17～P18 

 下線部修正 

その他，文言の修正・追加  

P23 

（合計所得金額を年金収入等に修正） 

２割負担者のうち，特に所得の高い層（合

計所得金額３４０万円以上，夫婦世帯の場合

４６３万円以上）… 

 

P23 

 

 ２割負担者のうち，特に所得の高い層（年

金収入等３４０万円以上，夫婦世帯の場合 

４６３万円以上）… 
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直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P29～P30 

（日常生活圏域ごとの概況を平成 29年９月末

現在の数値に更新） 

 

P29～P30 

全部差替え 

市民意見等を踏まえ修正  

P34～P35 

（４）認知症施策の推進 

 現状と課題 

（略） 

福岡市における要介護認定者のうち約５割

の高齢者が認知症を有しており，高齢者の増加

に伴い認知症高齢者も増加すると予測されて

います。 

福岡市では，新オレンジプランに基づき，

医療や介護，地域づくり等の視点から，総合

的に以下のような取組みを進めています。 

（略） 

 

 

 

 

P34～P35 

（４）認知症施策の推進 

 現状と課題 

（略） 

福岡市における要介護認定者のうち約５割

の高齢者が認知症を有しています。 

 福岡市では，新オレンジプランに基づき，

医療や介護，地域づくり等の視点から，以下

のような取組みを進めています。 

（略） 

 

（⑤以降） 

高齢者数の増加に伴い，今後ますます増加

すると見込まれる認知症高齢者等について

は，本人に対する支援と介護をする人の負担

軽減をより一層進める必要があります。また，

福岡市においては，高齢者に占める単身世帯

の割合も増加傾向にあり，認知症になった場

合，地域の見守りや成年後見制度の活用など，

サポート体制を拡充する必要があります。 

そのため，認知症高齢者等にやさしい地域

づくりをより一層推進していく必要がありま

す。 

 

市民意見等を踏まえ修正  

P35   

（４）認知症施策の推進 

 現状と課題 ⑤ 

認知症地域支援推進員を配置し，医療機関

や地域包括支援センター，介護保険事業者や，

認知症の人と家族の会等関係団体と連携を図

り，認知症の人に対する地域の支援体制の強

化を図っています。 

 

P35 

（４）認知症施策の推進 

 現状と課題 ⑤ 

認知症地域支援推進員を保健福祉局に配置

し，医療機関や地域包括支援センター，介護

保険事業者や，認知症の人と家族の会等の関

係団体と連携を図り，認知症の理解を深める

ための研修会や事例検討会等を実施していま

す。また，ネットワークづくりに努め，認知

症の人に対する地域の支援体制の強化を図っ

ています。 
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市民意見等を踏まえ修正  

P35   

（４）認知症施策の推進 

施策の方向性と展開 

認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推

進するため，認知症の人が住み慣れた地域のよ

い環境で自分らしく暮らし続けることができ

る社会の実現に向け，新オレンジプランに基づ

き施策を総合的に推進していきます。 

認知症サポーターについては，引き続き養成

を行い，… 

（略） 

これらの施策により，認知症の容態の変化に

応じて適時・適切に切れ目なく支援できる体制

づくりと，認知症の人を介護する人の生活と介

護の両立を支援する取組みを推進していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

P35 

（４）認知症施策の推進 

施策の方向性と展開 

 

 

      （削除して整理） 

 

  

認知症サポーターについては，引き続き養成

を行い，… 

（略） 

また，認知症などにより判断能力が十分でな

い人の意思決定を支援するため，成年後見制度

の相談から利用に至るまでの手続きが円滑に行

われるよう，総合的な相談支援体制の検討を進

めます。 

認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推

進するため，認知症の人が住み慣れた地域のよ

い環境で自分らしくいきいきと暮らし続ける

ことができ，その介護をする人が安心して生活

できるような社会の実現に向けた取組みを総

合的に推進していきます。 

 

市民意見等を踏まえ修正  

P37   

（６）介護人材の確保及び資質の向上 

施策の方向性と展開 

介護人材のすそ野の拡大，介護現場の労働環

境・処遇の改善に向け，国や県と連携し，介護

の仕事の魅力の向上，生産性の向上を通じた労

働負担の軽減等といった取組みを進め，介護人

材の確保を図るとともに，介護事業所に対して

介護報酬の処遇改善加算を積極的に活用する

よう働きかけていきます。 

 

 

P37 

（６）介護人材の確保及び資質の向上 

施策の方向性と展開 

介護人材のすそ野の拡大，介護現場の労働

環境・処遇の改善に向け，国や県と連携し，

介護の仕事の魅力の向上，生産性の向上を通

じた労働負担の軽減等といった取組みを進め

るとともに，合同就職面談会や就労支援・定

着支援研修などの福岡市独自の取組みを進め

ることで，介護人材の確保を図ります。また，

介護事業所に対して介護報酬の処遇改善加算

を積極的に活用するよう働きかけていきま

す。 
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市民意見等を踏まえ修正  

P45   

（１３）多様な主体による多様なサービスの

充実 

 施策の方向性と展開 

 平成 29 年度より，新たに専門職以外が提供

する生活支援型の訪問・通所サービスを設け

ています。 

 

 

P45，63，69 

総合事業 

 

P45 

（１３）多様な主体による多様なサービスの

充実 

 施策の方向性と展開 

平成 29 年度から開始した介護予防・日常生

活支援総合事業において，新たに専門職以外

が提供する生活支援型の訪問・通所サービス

を設けています。 

 

P45，63，69 

介護予防・日常生活支援総合事業 

具体的な内容の追加  

P46～P48 

（１４）介護給付適正化に向けた取組みの推

進 

施策の方向性と展開 

① 要介護認定の適正化 

 認定調査を委託する場合には，職員が内容を

点検し，必要に応じて指導を行うとともに，定

期的に直営調査の対象とし，要介護認定の適正

な調査を確保します。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ケアプランの点検 

居宅介護支援事業所への実地指導の際に，居

宅サービス計画等を確認し，適正なケアマネジ

メントが行われているか点検を行い，ケアマネ

ジメントの適正化を進めていきます。 

 

 

P46～P48 

（１４）介護給付適正化に向けた取組みの推

進 

施策の方向性と展開 

① 要介護認定の適正化 

認定調査を委託する場合には，職員が内容を全

件点検し，調査内容に不備が見られる場合は調査

員へ指導を行うとともに，定期的に認定調査員向

け勉強会を実施し，要介護認定の適正な調査を確

保します。  

（略） 

さらに，介護認定審査会委員の一層の資質向上

のため，介護認定審査会の実施状況について，運

営協議会等で情報共有を行うとともに，新任委員

の初任者研修や継続委員の現任者研修への参加

を促すなど，引き続き，適正かつ円滑な介護認定

審査会の運営を図ります。 

② ケアマネジメントの適正化 

介護支援専門員が利用者の身体状況や生活環境

等にあわせて，過不足のない，効果的かつ効率的

な介護サービスのプランニング（計画作成）がで

きるよう支援するため，介護支援専門員が作成し

たアセスメント（利用者が抱える問題点等の把握）

や居宅サービス計画等を介護支援専門員とともに

検証・確認します。また，研修等を通じて，介護

支援専門員のケアマネジメント技術の向上を図

ります。      
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③ 住宅改修等の点検 

住宅改修を行った利用者の自宅を訪問調査

し，利用者の状態確認及び施工状況の確認を行

うことで，不正の発見や，給付の適正化につな

げていきます。 

 

 

 

 

 

 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

福岡県国民健康保険団体連合会の介護給付適

正化システムから提供される情報を活用し，請

求情報の縦覧点検や介護と医療情報との突合に

よる請求実績の確認を行い，給付の適正化につ

なげていきます。 

⑤ 介護給付費通知 

現物給付のサービス利用者に，毎年１回，保

険給付の状況を送付し，不正請求がないか利用

票や領収書と照らしあわせて確認を促すことに

よって，利用していないサービスに対する不正

の発見や，給付の適正化につなげていきます。 

また，住宅改修や福祉用具の購入を行った利用

者の自宅を訪問調査し，利用者の状態確認及び施

工状況の確認等を行うほか，不必要な福祉用具の

貸与について点検を実施することで，不正の発見

や，給付の適正化につなげていきます。 

さらに，介護支援専門員への支援技術の向上を

目的とした研修の実施や主任介護支援専門連絡

会の開催，各区介護支援専門委員会で実施される

勉強会を支援するなど，介護支援専門員の資質の

向上が図られるよう支援を行います。 

③ サービス提供及び介護報酬請求の適正化  

介護サービス事業者に対する，指導監査・集団

指導の実施，及び，福岡県国民健康保険団体連合

会の介護給付適正化システムから提供される情

報を活用し，請求情報の縦覧点検や介護と医療情

報との突合による請求実績の確認を行い，給付の

適正化につなげていきます。 

④ 適切なサービス利用に向けた支援 

現物給付のサービス利用者に，毎年１回，保険

給付等の状況を送付し，不正請求がないか利用票

や領収書と照らしあわせて確認を促すことによ

って，利用していないサービスに対する不正の発

見や，給付の適正化につなげていきます。 

また，介護保険制度等に関する情報提供を行

い，適切なサービスの利用に向けた支援を行いま

す。 

（１５）（略） 

 

（１６）その他，介護保険事業の円滑な運営 

① 公正な要介護認定の取組み 

ウ 介護認定審査会 

介護認定審査会については，これを構成する保

健・医療・福祉関係の専門家について，適切な人

材の確保に努めます。 

また，公正な要介護認定を確保するため，審査

会委員に対する研修，各区の運営協議会及び市の

連絡協議会において，審査判定に係る水準の均一

化及び適正化を図るための手法の検討等を行い，

適正かつ円滑な介護認定審査会の運営を図りま

す。 

（１５）（略） 

 

（１６）その他，介護保険事業の円滑な運営 

① 公正な要介護認定の取組み 

ウ 介護認定審査会 

介護認定審査会については，これを構成する保

健・医療・福祉関係の専門家について，適切な人

材の確保に努めるとともに，審査会委員に対する

研修等を実施し，適正かつ円滑な介護認定審査会

の運営を図ります。 
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直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P51 

（離島の現況を平成 29年９月末現在に更新） 

 

 

P51 

 下線部を修正 

具体的な内容の追加  

P52 

「自立支援・重度化防止に向けた取組みの

目標」「介護給付適正化に向けた取組みの目

標」を追加 

 

直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P56 

（要介護認定者数の推計の補正等による介護

サービスの必要量の補正） 

 

 

P56 

全部差替え 

直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P59 

（地域支援事業の必要見込量の補正） 

 

 

P59 

全部差替え 

直近の状況等を踏まえ推計値の見直し  

P63 

（要介護認定者数の推計の補正等による，第

７期計画期間における保険給付費等の見込み

の補正） 

 

 

P63 

 下線部を修正 

その他，文言の修正・追加  

P64 

（４）介護給付費準備基金の活用 

  （略）福岡市に設置している介護給付費準

備基金を取り崩し，保険料上昇抑制のために

充当します。 

 

P64 

（４）介護給付費準備基金の活用 

   （略）福岡市に設置している介護給付費準

備基金を 22億円（第６期計画までの保険料剰

余分）取り崩し，保険料上昇抑制のために充

当します。 

 

その他，文言の修正・追加  

（用語解説の追記） 

 

 

P70 

用語：課税年金収入額 

説明：老齢（退職）金等，市民税の課税対象

となる年金の金額（障害・遺族・老齢福祉年

金等の非課税年金の金額は含まない）。 
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その他，文言の修正・追加  

P71 

（用語解説の修正） 

用語：合計所得金額 

説明：前年の１月１日から 12 月 31 日までの

１年間の収入（数種類の所得がある場合には

すべての合計）から必要経費を差し引いたも

の。 

 

P71 

用語：合計所得金額 

説明：前年の１月１日から 12 月 31 日までの

１年間の収入（数種類の所得がある場合には

すべての合計）から必要経費を差し引いたも

の。介護保険料段階を判定する際は，合計所

得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に

係る特別控除額，公的年金に係る雑所得（所

得段階区分が第１～５段階の人のみ）がある

場合はその控除した額を使用する。 
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